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株式分割に関する基準日設定公告 

ＵＢＥ三菱セメント株式会社（以下、当社）は、2026 年 5 月 29 日開催の取締役会において、

2026 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社普通株式１株を 400,000 株に分割することを決議い

たしました。 

つきましては、この株式の分割により株式の割当てを受ける権利の基準日を 2026 年 6 月 30 

日と定めましたので、公告いたします。 

株式分割 

株式分割前の発行済株式総数 1,002 株 

今回の分割により増加する株式数 400,798,998 株 

株式分割後の発行済株式総数 400,800,000 株 

株式分割後の発行可能株式総数 1,600,000,000 株 

 

分割の日程 

基準日公告日 2026 年 6 月 15 日 

基準日 2026 年 6 月 30 日 

効力発生日 2026 年 7 月 1 日 

 

以 上 


